
⑪給与所得（源泉徴収票のない人） 

 給与所得の源泉徴収票をもうらことが

できない場合は、雇雇用用主主かかららのの給給与与支支払払

証証明明書書をを添添付付すするるかか、この欄に明細を記

入してください。 
⑫事業所得・不動産所得 

 収入や経費の金額を、項目ごとに

（当てはまらない場合は空欄に）記入

してください。 
⑬所得金額調整控除に関する事項 
 給与等の収入が 850万円を超える人

で、下記いずれかに該当する場合は、

該当者の氏名等を記入してください。 
1．本人が特別障害者 

2．23歳未満の扶養親族を有する 

3．特別障害者である同一生計配偶者若

しくは扶養親族を有する 
⑭寄附金に関する事項 
 ふるさと納税などの寄附をした人

は、該当する欄に金額を記入し、証証明明

書書をを提提出出ししててくくだだささいい（（ワワンンスストトッッププ

特特例例制制度度をを利利用用ししたた人人もも記記入入とと証証明明書書

のの提提出出がが必必要要でですす））。。 
⑮別居（国外）の扶養者または専従者 
 別居している扶養親族または専従者

がいる場合は、氏名等を記入してくだ

さい。扶養親族が国外に居住している

場合は、国外居住の該当する項目に☑

をしてください。 
※※国国外外のの居居住住親親族族をを扶扶養養すするる場場合合はは、、

「「親親族族関関係係書書類類」」及及びび「「送送金金確確認認書書

類類」」等等をを提提出出ししててくくだだささいい。。  
⑯令令和和６６年年中中にに収収入入ののななかかっったた人人 
 １～４までに該当する番号を○で囲

み、必要事項を記入してください。 
【【各種資料の提出】】  
 各項目の説明に、記載された控除証

明等を必ず提出してください。『添付書

類台紙』にのり付け又はホチキス止め

で添付してください。 
添添付付ががなないい場場合合、、控控除除のの適適用用ははでできき

なないいここととががあありりまますす。。  
なお、書類は返却できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

【【市民税・県民税の申告における注意点】】  

☆市民税・県民税申告書を提出しても、所得税の還付を受けることはできません。源泉徴収された所得税の還付を

受けるためには、確定申告をする必要があります。 
☆確定申告に関することは、三島税務署（☎ 055-987-6711）へお問い合わせください。 
※確定申告相談については、三島税務署、伊豆市役所別館にて申告相談会を開催します。日程等の詳細は広報伊豆

１月号をご確認ください。 
※市民税・県民税の申告や計算方法、確定申告について不明点がある場合は、下記へお問い合わせください。 
 
市県民税の申告について 確定申告について 
伊豆市役所 税務課 

〒410-2413伊豆市小立野 38番地の２ 

☎ 0558‐72‐9851 

三島税務署 

〒411-8551三島市文教町１丁目４番 33号 

☎ 055‐987‐6711 

 

 

＜ 裏面 ＞ 

⑬⑬  

⑭⑭  

⑪⑪  ⑫⑫  

⑯⑯  

⑮⑮  

令和７年度市民税・県民税申告書の手引き 
伊豆市役所 税務課 

日頃より、伊豆市税務行政にご理解ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

この『申告書の手引き』は、昨年に市民税・県民税申告書を提出された人へ郵送し、『令和７年度 市民税・

県民税申告書』の記載方法等について説明するものです。 

申告が必要な人は、申告書の該当欄に必要事項を記入し、記入例の各項目に記載されている必要書類等とあ

わせて、令令和和７７年年３３月月 1177日日（（月月））ままででに提出してください。 

【申告が必要な人】 【申告の必要がない人】 

●令和７年１月１日現在、伊豆市に居住している人 

・令和６年中に収入があった人 

→申告書の表面及び裏面の該当項目を記入 

・令和６年中に収入がなかった人 

→申告書裏面の下部の該当項目を記入 

★収入がなかった場合でも、所得（課税）証明が必要

な人、児童手当やこども医療の対象となる子の保護

者の人も申告が必要です。また、国民健康保険税、

後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免・軽減の

算出基礎資料となるため申告が必要です。 

●令和７年１月１日現在、伊豆市に居住している人で

あっても、以下のいずれかに該当する人は市民税・県

民税の申告は不要です。 

①所得税の確定申告書を提出した（する）人 

②勤務先で年末調整をしており、そのほかに収入や控

除がない人（勤務先から、伊豆市に給与支払報告書

が提出されている必要があります。） 

③収入が公的年金のみで、所得控除（医療費控除、生

命保険料控除、障害者控除など）が不要な人 

 

 

【申告書作成・提出時に準備する書類等（令和６年１月１日～12月 31日までの分が対象）】 

⑴ 所得を計算するために必要な書類 
 ○給与がある人  給与所得の源泉徴収票・給与支払証明書 など 
 ○年金がある人  公的年金等の源泉徴収票、個人年金の支払い調書 など 
 ○営業、農業、不動産業など事業を営む人 収支内訳書、経費にかかる領収書、帳簿 など 
 ○その他、収入や経費が分かる書類 など 
 ※遺族年金、障害年金、児童手当、失業手当などは非課税所得のため、所得の計算に含めません。 

⑵ 所得控除を計算するために必要な書類 
 ○国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、その他の社会保険料控除証明書・領収書 
 ○生命保険料（一般生命保険・個人年金・介護医療）、地震保険料等の控除証明書 
 ○医療費控除の明細書 領収書の提出では医療費控除は受けられません 
 ○障害者（身体・療育・精神）手帳の写し、障害者控除対象者認定書 など 
 ○その他控除金額を証明できるもの（ふるさと納税などの寄附金に関する証明書 など）  
⑶ 申告者の個人番号（マイナンバー）関係書類の写し  
 ○マイナンバーカードを持っている人 …マイナンバーカードの１点 
 ○マイナンバーカードを持っていない人…マイナンバー確認書類と身元確認書類の２点 
   ・マイナンバー確認書類：通知カードまたはマイナンバー記載の住民票 
   ・身 元 確 認 書 類：運転免許証、パスポート、障害者手帳などのうち１点 
 ※市でマイナンバーを確認した後は、マイナンバー記載書類は破棄させていただきます（返却不可）。 

 
【提 出 先】伊豆市役所税務課 または 各支所 
【提出方法】上記提出先の窓口へ直接提出 または 郵送により提出（同封の返信用封筒をご利用ください） 
【提出期限】令和７年３月 17日（月） 
【注意事項】この申告書の内容に基づき令令和和７７年年度度市市民民税税・・県県民民税税がが課課税税されます。なお、申告書の内容等に

疑義がある場合、申告内容について質問・確認させていただく場合があります。 

⑪給与所得（源泉徴収票のない人） 

 給与所得の源泉徴収票をもうらことが

できない場合は、雇雇用用主主かかららのの給給与与支支払払

証証明明書書をを添添付付すするるかか、この欄に明細を記

入してください。 
⑫事業所得・不動産所得 

 収入や経費の金額を、項目ごとに

（当てはまらない場合は空欄に）記入

してください。 
⑬所得金額調整控除に関する事項 
 給与等の収入が 850万円を超える人

で、下記いずれかに該当する場合は、

該当者の氏名等を記入してください。 
1．本人が特別障害者 

2．23歳未満の扶養親族を有する 

3．特別障害者である同一生計配偶者若

しくは扶養親族を有する 
⑭寄附金に関する事項 
 ふるさと納税などの寄附をした人

は、該当する欄に金額を記入し、証証明明

書書をを提提出出ししててくくだだささいい（（ワワンンスストトッッププ

特特例例制制度度をを利利用用ししたた人人もも記記入入とと証証明明書書

のの提提出出がが必必要要でですす））。。 
⑮別居（国外）の扶養者または専従者 
 別居している扶養親族または専従者

がいる場合は、氏名等を記入してくだ

さい。扶養親族が国外に居住している

場合は、国外居住の該当する項目に☑

をしてください。 
※※国国外外のの居居住住親親族族をを扶扶養養すするる場場合合はは、、

「「親親族族関関係係書書類類」」及及びび「「送送金金確確認認書書

類類」」等等をを提提出出ししててくくだだささいい。。  
⑯令令和和６６年年中中にに収収入入ののななかかっったた人人 
 １～４までに該当する番号を○で囲

み、必要事項を記入してください。 
【【各種資料の提出】】  
 各項目の説明に、記載された控除証

明等を必ず提出してください。『添付書

類台紙』にのり付け又はホチキス止め

で添付してください。 
添添付付ががなないい場場合合、、控控除除のの適適用用ははでできき

なないいここととががあありりまますす。。  
なお、書類は返却できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

【【市民税・県民税の申告における注意点】】  

☆市民税・県民税申告書を提出しても、所得税の還付を受けることはできません。源泉徴収された所得税の還付を

受けるためには、確定申告をする必要があります。 
☆確定申告に関することは、三島税務署（☎ 055-987-6711）へお問い合わせください。 
※確定申告相談については、三島税務署、伊豆市役所別館にて申告相談会を開催します。日程等の詳細は広報伊豆

１月号をご確認ください。 
※市民税・県民税の申告や計算方法、確定申告について不明点がある場合は、下記へお問い合わせください。 
 
市県民税の申告について 確定申告について 
伊豆市役所 税務課 

〒410-2413伊豆市小立野 38番地の２ 

☎ 0558‐72‐9851 

三島税務署 

〒411-8551三島市文教町１丁目４番 33号 

☎ 055‐987‐6711 

 

 

＜ 裏面 ＞ 

⑬⑬  

⑭⑭  

⑪⑪  ⑫⑫  

⑯⑯  

⑮⑮  



市市民民税税・・県県民民税税申申告告書書  記記載載例例  ＜＜  表表面面  ＞＞  
 

 

１１３３００００００００００  

44  00  00  00  00  

115500,,000000  7700,,000000  8800,,000000  

8800,,000000  2255,,000000  

33  

伊伊豆豆  花花子子  

3300    99      11  

3300  1122  55  

  

市市民民税税商商事事  株株式式会会社社  99  00  00  00  00  

  

厚厚生生労労働働省省  

伊伊豆豆  一一郎郎  父父  

220000,,000000  116600,,000000  

22  1100  2200  

  

3300,,000000  

00555588--7722--99885544  

要要介介護護 44  

112233445566778899001122  

223344556677889900112233  

334455667788990011223344  

００１１２２３３４４５５６６７７８８９９００１１  

伊伊豆豆  税税太太  子子のの子子  55    22    33  

  

伊伊豆豆  太太郎郎  

イイズズ  タタロロウウ  

① 給与・公的年金収入 

給与所得の源泉徴収票をもとに、給与と公的年

金のそれぞれの合計収入を記入してください。 
※※源源泉泉徴徴収収票票はは必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。 

 給与の源泉徴収票がない場合は、裏面に収入の

明細を記入してください。 

それぞれ収入、経費を記入して、所得を算

出してください。 

また、事業収入や経費は収支の明細や専従

者の情報を裏面に記入してください。 
※個人年金も、雑所得として申告が必要です。 

※各所得が、20 万円を超える場合は、確定申

告が必要です。 

 

  

⑦ 生命保険料控除・地震保険料控除 
保険会社で発行された支払証明書の区分に

基づいて記入してください。 

※※支支払払証証明明書書はは必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。  

 

⑥ 社会保険料控除 

会社の健康保険や、国民健康保険、後期高齢

者医療保険、介護保険、国民年金保険の支払額

を記入してください。 

※※国国民民年年金金保保険険料料及及びび国国民民年年金金基基金金のの掛掛金金にに

つついいててはは控控除除証証明明書書等等をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

  

⑤ 医療費控除 

期間中に支払った医療費の合計と、その医療費

について生命保険等で補てんされた金額を記入

してください。また、同同封封さされれてていいるる『『明明細細書書』』

にに記記入入しし提提出出ししててくくだだささいい（領収書での提出や明

細書が未提出の場合は、控除は受けられません）。 

◎セルフメディケーション税制（スイッチＯＴＣ

医薬品購入費による医療費控除）を利用する場合

は、区分に「１」を記入してください。 

※従来の医療費控除とセルフメディケーション

税制を同時に利用することはできません。 

 

④ 分離課税にかかる所得 

分離課税となる株式や不動産の譲渡所得、配

当所得、山林所得などを記入してください。 

  

② 源泉徴収時所得税減税控除済額 

給与所得の源泉徴収票及び公的年金源泉徴収票

に記載された「源泉徴収時所得税減税控除済額」

を記入してください（記載が無い場合は未記入）。 

 

③ 上記以外の所得 
11 

⑧ 本人控除 

 

⑨ 配偶者について 

配偶者（特別）控除として申告する場合は、

配偶者欄に必要事項を記入してください。 

◎配偶者控除 

合計所得金額が 48万円以下の、生計を一に

する配偶者がいる。 

◎配偶者特別控除 

合計所得金額が 48万円を超え、かつ 133万

円以下の、生計を一にする配偶者がいる。 

◎同一生計配偶者 

申告者本人の合計所得金額が 1,000 万円超

で合計所得金額が 48万円以下の、生計を一に

する配偶者がいる（配偶者控除の適用はあり

ませんが、配偶者が障害者に該当する場合、障

害者控除をとることができます）。 

  

⑩ 扶養親族について 

扶養控除として申告する場合は、扶養親族欄

に必要事項を記入してください。別居の場合は、

裏面にも住所等を記載する場所があります。 

◎扶養控除 

合計所得金額が 48万円以下の、生計を一にす

る親族がいる。 

※生年月日や、同居・別居、障害の有無で控除額

が変わるため、記入漏れのないようにご注意くだ

さい。 

以下に該当し控除として申告する場合は、

項目を丸で囲んでください。 

◎ひとり親控除 

性別にかかわらず、配偶者と死別・離婚または

未婚の人うち、合計所得金額が 500万円以下で、

総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子

がいる（扶養親族欄に子の記載が必要）。 

◎寡婦控除 

合計所得金額が 500 万円以下で夫と死別（ま

たは生死不明）した後、婚姻していない人、また

は夫と離別した後、婚姻していない人で子以外

の扶養親族がいる（扶養親族欄に記載が必要）。 

◎勤労学生控除 

合計所得金額が 75万円以下で、かつ給与所得

以外の所得金額が 20万円以下の人のうち、学生

の人は在学中の学校名を記入してください。 

◎障害者控除 

障害者手帳をお持ちの人や、要介護認定を受

けて障害者控除認定書がある人は、障害等級や

介護度を記入してください。 

※※障障害害者者手手帳帳のの写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい。。 

 

 

伊伊豆豆市市小小立立野野 3388 番番地地のの 22  

 
配偶者控除又は扶養親族控除を受ける場合は、配偶者（扶養親族）のマイナンバーも記

載してください（コピー等の添付は不要です）。  

①①  

②②  

③③  

  

④④  

⑤⑤  

⑥⑥  

⑦⑦  

⑧⑧  

⑨⑨  

同同上上  

⑩⑩  

市市民民税税・・県県民民税税申申告告書書  記記載載例例  ＜＜  表表面面  ＞＞  
 

 

１１３３００００００００００  

44  00  00  00  00  

115500,,000000  7700,,000000  8800,,000000  

8800,,000000  2255,,000000  

33  

伊伊豆豆  花花子子  

3300    99      11  

3300  1122  55  

  

市市民民税税商商事事  株株式式会会社社  99  00  00  00  00  

  

厚厚生生労労働働省省  

伊伊豆豆  一一郎郎  父父  

220000,,000000  116600,,000000  

22  1100  2200  

  

3300,,000000  

00555588--7722--99885544  

要要介介護護 44  

112233445566778899001122  

223344556677889900112233  

334455667788990011223344  

００１１２２３３４４５５６６７７８８９９００１１  

伊伊豆豆  税税太太  子子のの子子  55    22    33  

  

伊伊豆豆  太太郎郎  

イイズズ  タタロロウウ  

① 給与・公的年金収入 

給与所得の源泉徴収票をもとに、給与と公的年

金のそれぞれの合計収入を記入してください。 
※※源源泉泉徴徴収収票票はは必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。 

 給与の源泉徴収票がない場合は、裏面に収入の

明細を記入してください。 

それぞれ収入、経費を記入して、所得を算

出してください。 

また、事業収入や経費は収支の明細や専従

者の情報を裏面に記入してください。 
※個人年金も、雑所得として申告が必要です。 

※各所得が、20 万円を超える場合は、確定申

告が必要です。 

 

  

⑦ 生命保険料控除・地震保険料控除 
保険会社で発行された支払証明書の区分に

基づいて記入してください。 

※※支支払払証証明明書書はは必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。  

 

⑥ 社会保険料控除 

会社の健康保険や、国民健康保険、後期高齢

者医療保険、介護保険、国民年金保険の支払額

を記入してください。 

※※国国民民年年金金保保険険料料及及びび国国民民年年金金基基金金のの掛掛金金にに

つついいててはは控控除除証証明明書書等等をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

  

⑤ 医療費控除 

期間中に支払った医療費の合計と、その医療費

について生命保険等で補てんされた金額を記入

してください。また、同同封封さされれてていいるる『『明明細細書書』』

にに記記入入しし提提出出ししててくくだだささいい（領収書での提出や明

細書が未提出の場合は、控除は受けられません）。 

◎セルフメディケーション税制（スイッチＯＴＣ

医薬品購入費による医療費控除）を利用する場合

は、区分に「１」を記入してください。 

※従来の医療費控除とセルフメディケーション

税制を同時に利用することはできません。 

 

④ 分離課税にかかる所得 

分離課税となる株式や不動産の譲渡所得、配

当所得、山林所得などを記入してください。 

  

② 源泉徴収時所得税減税控除済額 

給与所得の源泉徴収票及び公的年金源泉徴収票

に記載された「源泉徴収時所得税減税控除済額」

を記入してください（記載が無い場合は未記入）。 

 

③ 上記以外の所得 
11 

⑧ 本人控除 

 

⑨ 配偶者について 

配偶者（特別）控除として申告する場合は、

配偶者欄に必要事項を記入してください。 

◎配偶者控除 

合計所得金額が 48万円以下の、生計を一に

する配偶者がいる。 

◎配偶者特別控除 

合計所得金額が 48万円を超え、かつ 133万

円以下の、生計を一にする配偶者がいる。 

◎同一生計配偶者 

申告者本人の合計所得金額が 1,000 万円超

で合計所得金額が 48万円以下の、生計を一に

する配偶者がいる（配偶者控除の適用はあり

ませんが、配偶者が障害者に該当する場合、障

害者控除をとることができます）。 

  

⑩ 扶養親族について 

扶養控除として申告する場合は、扶養親族欄

に必要事項を記入してください。別居の場合は、

裏面にも住所等を記載する場所があります。 

◎扶養控除 

合計所得金額が 48万円以下の、生計を一にす

る親族がいる。 

※生年月日や、同居・別居、障害の有無で控除額

が変わるため、記入漏れのないようにご注意くだ

さい。 

以下に該当し控除として申告する場合は、

項目を丸で囲んでください。 

◎ひとり親控除 

性別にかかわらず、配偶者と死別・離婚または

未婚の人うち、合計所得金額が 500万円以下で、

総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子

がいる（扶養親族欄に子の記載が必要）。 

◎寡婦控除 

合計所得金額が 500 万円以下で夫と死別（ま

たは生死不明）した後、婚姻していない人、また

は夫と離別した後、婚姻していない人で子以外

の扶養親族がいる（扶養親族欄に記載が必要）。 

◎勤労学生控除 

合計所得金額が 75万円以下で、かつ給与所得

以外の所得金額が 20万円以下の人のうち、学生

の人は在学中の学校名を記入してください。 

◎障害者控除 

障害者手帳をお持ちの人や、要介護認定を受

けて障害者控除認定書がある人は、障害等級や

介護度を記入してください。 

※※障障害害者者手手帳帳のの写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい。。 

 

 

伊伊豆豆市市小小立立野野 3388 番番地地のの 22  

 
配偶者控除又は扶養親族控除を受ける場合は、配偶者（扶養親族）のマイナンバーも記

載してください（コピー等の添付は不要です）。  

①①  

②②  

③③  

  

④④  

⑤⑤  

⑥⑥  

⑦⑦  

⑧⑧  

⑨⑨  

同同上上  

⑩⑩  


